
循環型社会への取り組み

【具体的な取り組み】

・社会に供給する「リサイクル資源供給会社」を目指す ・産業廃棄物の「埋立処分からリサイクルへ」の取組

・産業廃棄物からリサイクル製品を製造

環境への配慮

【具体的な取り組み】

・毎月HPに廃棄物リサイクル化率を開示 ・中間処理後廃棄物リサイクル化率(90%以上)の維持、向上

・環境配慮型運搬車輌、建設機械の導入 ・工場系、建設系廃棄物リサイクル化率100%の維持

働きやすい職場づくり

【具体的な取り組み】

・性別や障がいによる差別ない雇用体系の確立 ・高齢者延長雇用制度の導入

・定期健康診断の実施 ・働き方改革の実施（機械選別工程の構築等による業務負担の軽減)

・資格取得支援制度の整備

コンプライアンス体制の構築

【具体的な取り組み】

・電子マニフェスト制度加入推奨に向けた取組 ・関連法令情報の収集と周知徹底

・ハラスメント通報窓口設置 ・自社取組や、取引等に関する情報の発信
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当社は国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行ってまいります。

快適な生活空間や豊かな自然環境を維持改善するため、廃棄物の適正処理と

リサイクル化率の向上に努め、人と自然にやさしい会社であり続けます。

・グリーン購入法による需要と供給の構築

CO2排出量が少ない車両の利用に加え、工場内設備の更新による省エネへの取り組み、

事業におけるリサイクル率の開示など、地球環境の保全を意識した事業活動を行います。

多様な働き方への対応やスキルアップへの積極的な支援により、職員一人ひとりにとって

働きやすい職場づくりを実践します。

不法投棄の未然防止に向けた産業廃棄物の適切な管理はもちろん、各種法令への対応を徹底し、

すべてのステークホルダーから信頼される企業を目指します。

SDGsとは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、2015年9月に国連で

採択された2030年までの国際目標。「地球上の誰一人取り残さない」をスローガンに、持続可能な社会の実現

を目指しており、経済・社会・環境などの分野で17の目標と169のターゲットで構成されています。

・道路交通法違反対策(速度超過、飲酒運転、アオリ運転の管理測定機器の設置)

SDGs宣言

SDGsの達成に向けた取組
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